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ＥＶ・ｐＨＶタウン提案書（青森県素案修正案） （様式１） 

タイトル エネルギー供給基地青森発「ＥＶ・ｐＨＶが創る新たな地域社会に向けて」 

提案団体 青森県 

            

人口：1,395,208 人 

（2008年9月1日推計人口） 

担当者名及

び連絡先 

担当者の所属 エネルギー開発振興課 

氏名 石戸 彰 

電話番号：017-734-9378／ファックス番号 017-734-8213／メールアドレス

akira_ishito@pref.aomori.lg.jp 

１．全体構想 

１．（１）ＥＶ・ｐＨＶタウンとしての位置づけ 

これまでもエネルギー供給面で重要な役割を担ってきた青森県において、原子力発電や風力発電など今

後の低炭素社会の中心とされるべき電源による充電で走行する電気自動車等の導入普及を進め、エネルギ

ーの川上から川下までに配慮した持続可能な社会の先進モデルを示す。 

 また、豊富な自然観光資源を活用したパーク＆ＥＶライドの試みや、積雪寒冷地であることや自動車依

存率が高いこと等を踏まえた北国型電気自動車等の普及方策を、他に先駆けてモデル的に導入し、我が国

の電気自動車等の普及に資する。 

１．（２）現状分析 

１．（２）① 

地域特性 

・9607.05ｋ㎡と全国第8位の広い県土を有していることや公共交通機関が未整備であるこ

とから、自動車依存率が高く、世帯当たり保有台数は1.77台と全国平均の1.53台を大きく

上回る。 

・県西部に当たる津軽地域を中心に全県が積雪寒冷地であり、冬季間の運転に配慮した四輪

駆動車が普及している（06年の新車登録台数のうち80.5％が4WD車）。また、給湯や、冬季

間の暖房・融雪には灯油等を使用することが多く、本県のエネルギー消費の 80％は化石燃

料に依存している。 

・05年から東北電力東通原子力発電所1号機が運転を開始し、06年度の県内の発電電力量

と消費電力量の比は103.6％と電力移出県となっているほか、東北電力東通2号機、東京電

力東通1、2号機、電源開発大間原子力発電所の計画が進展している。本県での発電は東通

原発と水力発電、風力発電でほとんどを占め、火力発電の割合は10％以下となっている。 

・また、恵まれた風況を活かし、風力発電の立地が六ヶ所村、東通村を中心に進んでおり、

07年度末現在で、169基240,625kwと全国第2位の導入量となっている。今年度中には、世

界初の蓄電池併設ウィンドファームが六ヶ所村で運転開始を予定している。 

・さらに、六ヶ所村には国家石油備蓄基地や原子燃料サイクル施設等、国のエネルギーセキ

ュリティの根幹を担う施設が立地しており、これらの施設を国民が見て触れることによる体

験を通じて、幅広くエネルギーへの理解を深めるために資源エネルギー庁が進める「次世代

エネルギーパーク」に08年6月に認定され、10年4月のオープンを目指している。 

・十和田八幡平国立公園、津軽国定公園、下北半島国定公園、世界自然遺産白神山地などを

有し、多くの観光客が訪れているが、鉄道等公共交通機関が未整備なため、アクセス手段は

専ら自動車によるところが大きい。 



2/11 

１．（２）② 

自動車の普

及状況、ＣＯ

２の排出実

態等 

 

（自動車の販売、保有） 

本県の新車台数は96年の80,665台をピークに減少傾向にあり、06年は59,679台となっ

ているが、このうち、軽自動車は97年から増加傾向にあり、06年には29,638台と普通車

の30,041台とほぼ匹敵する台数となっている。新車に占める4WD車の比率は06年で80.5％

と非常に高くなっている。また、本県の自動車保有台数は、90年には691,130台で06年の

999,789台まで増加の一途にあったが、07年からは減少に転じており、08年には988,691

台となっている。07年3月の低公害車普及率は19.7％と全国平均の29.2％に比べ、大幅に

低い状況となっており、ハイブリッド車両数も2,259台にとどまっている。 

（地元企業・住民のＥＶ・ｐＨＶに対する意識） 

07年に運輸部門省エネルギーモデル策定の際、実施したアンケートによると、53％の県

民、87％の企業（軽自動車の場合 57％）が、多少価格が高くても購入しても良いとの結果

が出ている。 

また、6月に実施したＧ８エネルギー大臣会合時試乗会のアンケートでは、75％ 

（＋100万円10％、＋50万円34％、＋20万円31％）の県民が、車両価格が高くても購入し

て良いと回答している。 

（ＣＯ２の排出実態） 

04年の二酸化炭素排出量は16,738千ｔ－CO2で、1990年比で22.2％増加している。04年

の部門別排出構成は、産業部門が47.5％、民生部門が27.7％、運輸部門が15.7％（2,621

千ｔ－CO2）となっているが、いずれも基準年比20％以上増加している。産業部門において

は製造業における石炭消費の増加、民生部門では家電の普及による電気使用量の増加、運輸

部門では自動車の台数増加、RV車等大型車の普及によるところが主な要因となっている。 

（プラグインハイブリッド車・電気自動車のこれまでの取組、効果、課題） 

06年度には「プラグインハイブリッド車導入普及検討調査」により、ｐＨＶの導入普及に

関する効果を基礎的に検討、07年度には「運輸部門省エネルギーモデル」を策定し、プラ

グインハイブリッド車の率先導入モデルを示し、これら構想に基づき、本年6月にはＧ８エ

ネルギー大臣会合の際、プラグインハイブリッド車、電気自動車の展示試乗会を実施したと

ころである。この省エネルギーモデル策定の際に、実施した県民アンケートによれば、普通

乗用車の場合、一週間内の1日当たり最長走行距離が46km以上という回答がもっとも多く、

軽自動車では20km未満という回答が6割以上であった。このことから、より大容量の蓄電

池が開発されるまでは、比較的長い距離を走る普通自動車の代替としてのｐＨＶ、軽自動車

の代替としてのＥＶという住み分けができるものと考え、提案に到っているものである。ま

た、この8月には、産学官が連携してプラグインハイブリッド車、電気自動車の導入、普及

に取り組む「青森県電気自動車等導入普及推進協議会（以下、協議会）」を設立し、今後、

本県の地域特性を踏まえた導入方策を検討していくものである。 

１．（２）③ 

関係する既

存の行政計

画の内容 

計画の名称及び策定時期 内容 

青森県エネルギー

産業振興戦略 

06年11月 

本県のエネルギーポテンシャルを活かしながら、エネルギー関連の先

進的プロジェクトの具体化を核に、新たな産業クラスターの形成、引

いては県全域の地域振興を図ることを目指す。 

この中で、抜本的脱化石燃料を掲げ、その重要な要素として、電気自

動車等の普及を位置付けている。 
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青森県運輸部門省

エネルギーモデル 

08年2月 

 

上記エネルギー産業振興戦略を具体化するため、運輸部門の省エネル

ギーモデルを構築したもの。省エネルギーの基本シナリオを乗用車、

貨物車、イカ釣り船のそれぞれに描き、乗用車については、プラグイ

ンハイブリッド車の地域率先導入モデルを示している。 

次期青森県基本計

画（名称未定） 

08年12月策定予定 

現在策定作業中の次期青森県基本計画（名称未定）の中で、環境・エ

ネルギー産業の振興の一つとして、「プラグインハイブリッド車や電

気自動車などの導入促進を通じた関連産業の振興」が盛り込まれる予

定。 

１．（３）普及目標等 

１．（３）① 

目標 

【短期2013年前後】09、10年は社会実証的導入。本格的導入が始まる11年以降県、市町

村、協力ユーザー企業を中心に入れ替えが進み、県100台、市町村・協力ユーザー企業300

台、一般ユーザーの600台（新車のうち１％）で合計1,000台の導入を目指す。 

（参考）現在（07年3月末）のハイブリッド保有台数 2,259台（0.4％） 

 

充電については、車両保管場所での充電を基本としつつ、利用者の便に資するための充電

インフラの整備目標については、短期における試験運用の結果を踏まえ、中長期の普及度に

合わせて、適正な台数、設置場所を検討することとする。 

 

【中期2020年前後】青森県運輸部門省エネルギーモデルでは、20年には普通乗用車のうち

12.9％がｐＨＶ・ＥＶに、軽自動車の 25.7％がガソリン車からｐＨＶ・ＥＶに移行してい

ると想定している。（普通車燃費10km/L、軽自動車燃費20km/L、電費10km/kwh、年間走行

距離10,000kmで試算） 

07年の普通車台数59万台×0.89（※１）×0.129＝68,000台 

07年の軽自動車台数38万台×0.89×0.257＝87,000台 

ガソリン削減分 普通車68,000台×1,000L×2.32 kg-CO2/L＝158千t-CO2 

軽自動車88,000台×500L×2.32 kg-CO2/L＝102千t-CO2 

  合計 260千 t-CO2 から電力使用による増加分 156,000台×1,000kwh×

0.39kg-CO2/kwh（※２）＝61千t-CO2 を差し引き、199千tの削減効果が期待でき、運輸

部門全体のＣＯ２排出の約7.6％の削減が期待できる。 

（※１ 07年人口 142.1万人 20年推計人口126.6万人 人口比0.89） 

（※２ 電力のCO2排出係数0.39は電事連平均） 

 

【長期2050年前後】青森県運輸部門省エネルギーモデルでは、50年には、すべての自動車

（予想登録台数約74万台（※３））が、ガソリン車からｐＨＶ・ＥＶに移行していると想定

している。したがって、 

ガソリン削減分 普通車59万台×1,000L×2.32 kg-CO2/L＝1,369千t-CO2 

軽自動車38万台×500L×2.32 kg-CO2/L＝441千t-CO2 

合計1,810 千t-CO2から、電力使用による増加分74万台×1,000kwh×0.39kg-CO2/kwh ＝

289千t-CO2を差し引き、1,521千tの削減効果が期待でき、運輸部門全体のＣＯ２排出量

2,621千t-CO2の約６割の削減に寄与することができる。 

（※３ 50年の人口が35年予想値 105万人、一人当たり自動車所有台数0.7台と予想） 
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１．（３）② 

目標の達成

についての

考え方 

 

【短期】09年、10年については社会実証期間とし、11年から本格的導入期間と位置付け、

県、市町村、協力ユーザーを中心に導入を進める。 

 

【中長期】 

本県の人口は国立社会保障・人口問題研究所の試算によれば、20年には126.6万人に、35

年には105万人まで減少するとされている。 

また、保有台数のトレンドについては、人口はかなり以前から減少しているものの、保有台

数が減少に転じたのは07年であり、一人当たり保有台数も1988年の0.42台から06年の

0.70台まで一貫して増加しており、07年も0.70台であったことを考えると、当面は07年

の一人当たり保有台数0.70台程度で推移するものと考えられる。 

 

【充電インフラ】 

充電については、車両保管場所での充電を基本としつつ、利用者の便に資するための充電

インフラの整備目標については、短期における試験運用の結果を踏まえ、中長期の普及度に

合わせて、適正な台数、設置場所を検討することとする。 

取組み方針 普及・整備の程度及びその見込みの根拠 

(a)県、協議会内の市町村、協力ユーザー企業に

よる率先的導入での率先的利用 

 

 

  

 

20年までに県公用車の半分の400台を、

市町村、協力ユーザーにおいては所有車

3,000台の半分1,500台をＥＶ・ｐＨＶ

に入れ替える。 

 

市町村、協力ユーザーにも同様程度の更

新を依頼することとする。 

(b)県、市町村、協力ユーザー敷地での急速充電

器の整備 

 実証的に自動車を導入する機関において、必要

に応じて、急速充電器の導入整備を進めていく。 

  

 

09、10年度は、自動車を導入する主体を

中心に、モデル的に数ヶ所程度導入し、

充電の実証や実態把握に努め、本格的普

及が予想される11年度からの理想的な

急速充電器の設置場所、台数の検討を進

める。 

(c)本県ならではのＰＲ効果の高い地域での利用

方法 

奥入瀬渓流などでのパーク＆ライドとしての利

用、次世代エネルギーパーク内での見学移動用自

動車としての利用、10年に新幹線開業を控えた青

森市や七戸町の駅からのＥＶの利用など、エネル

ギー政策や観光政策とも密接に連携し、県内外に

広くＰＲするものである。 

奥入瀬渓流には年間280万人の観光客が

訪れ、また、六ヶ所村次世代エネルギー

パークも年間10万人の入込が見込まれ、

環境政策のみならず、エネルギー政策、

観光政策ともリンクし、そのＰＲ効果、

政策意義は極めて高い。 

(d)歩車間の車両接近認知システムの開発 

 拡大版ユビキタス特区を活用し、無線ネットワ

ーク技術を利用した歩車間通信により、ＥＶ・ｐ

ＨＶの走行時の静かさに起因する人身事故を防

止するための車両接近通知システムの開発・実証

を進める。 

ＣＯ２フリーでの走行に加え、高齢者や

障害者に対する配慮をすることにより、

ＥＶ・ｐＨＶのセーフティイメージをコ

ンセプトとして普及に資する。 
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 (e)ＥＶエコポイントの導入 

ＥＶ・ｐＨＶの導入により削減されたＣＯ２量に

応じ、ＥＶエコポイントをオーナーに付与し、協

賛企業からのサービスを受ける仕組みづくりを

行う。 

ＥＶ購入によるＣＯ２削減効果を地域

社会全体で共有し、持続可能な取組とす

るためのキーエンジンとする。 

 (f)ＥＶカーシェアリングの実施 

社会的にＥＶ・ｐＨＶを認知させるとともに、Ｅ

Ｖ・ｐＨＶの走行性能や電力利用効率、充電イン

フラの必要性、急速充電器の適正な個数、場所等

を社会的に実証するため、カーシェアリングを行

う。 

青森県を頻繁に訪れる観光客でファン

クラブを組織し、ファンクラブ所有のＥ

Ｖを数ヶ所の拠点に整備し、会員共同で

利用する仕組づくりを検討する。 

１．（３）③ 

フォローア

ップの方法 

09年度、10年度は車、充電インフラともモデル的な導入期間とし全数把握に努め、本格

的な導入が始まると想定される11年度からの毎年度の目標を設定し、その把握と取組の見

直しについて、協議会で議論しながら決定していくものとする。 

１．（４）自治体の活力の創出等 

【エネルギー面でのメリット】 

・Well-to-WheelでＣＯ２を排出しない原子力発電や風力発電などの電気による充電で走行するＥＶ・ｐ

ＨＶの率先導入に取り組むことにより、エネルギー先進地域としてのイメージアップがなされるとともに、

住民の間にエネルギーの地産地消意識が生まれると期待される。 

・また、夜間電力の有効活用や電力負荷の平準化にも資するものである。 

・さらに、プラグインハイブリッド車、電気自動車の普及により、蓄電池（バッテリー）が配備されるこ

ととなり、非常時にはバッテリーを住宅用の電源として利用できる住宅と自動車の双方向でのエネルギー

供給システムの導入も考えられる。 

・地域にこのような新規のエネルギーシステムが構築され、さらなる発電事業の立地や関連産業の振興が

期待される。 

【地域活性化面でのメリット】 

・パーク＆ＥＶライド等の取組みを進め、中心商店街や観光地でＥＶ・ｐＨＶの利用を促し、地球温暖化

対策の先進地域として、イメージ、知名度を高め、来訪客の増加につなげ、中心市街地活性化、観光客増

に資することも期待される。 

・さらに、冬道走行や車両認知システムの実証を行うことにより、環境にも高齢者・障害者にもやさしい

ＥＶ・ｐＨＶのセーフティイメージの定着にも資することができる。 
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※必ず改ページ 

２．取組内容（※取組内容の整理にあたっては「１．（３）②目標の達成についての考え方」に記載された

取組内容の整理の枠組みを基礎とした柱に沿って取組を分類すること。） 

２．（１）ＥＶ・ｐＨＶの初期需要の創出に関する事項 

２．（１）①取組方針 

 09、10年度は、県公用車、協議会内の市町村、協力ユーザー企業による率先的な導入により一般への周

知を図るとともに、実際の走行データをメーカーにフィードバックすることにより、利用者が望むＥＶ・

ｐＨＶの開発に資するものである。 

 また、自動車取得税、自動車税、軽自動車税の減免や、駐車場料金、高速道路料金、自動車保険等自動

車の所有、走行に係る費用を軽減することによりＥＶ・ｐＨＶの普及に資するものである。 

２．（２）②５年以内に実施する予定の取組に関する事項 

取組の内容・場所 主体・時期 費用負担 普及見込み・フォローアップの方法 

(a)県公用車での率先的導入 

（県庁舎、地域出先機関） 

県では、09年度は試験的に公用車用として導入

し、適合調査や運用ノウハウを蓄積し、公用車全

体での導入計画を検討する。 

 

 

県 

09年度～ 

県 

（一部：環境

省低公害車普

及事業） 

20年までに公用車の

半分の400台を（現在

約1,000台、行革によ

る縮小により800台を

想定）をＥＶ・ｐＨＶ

に入れ替える。 

・車両購入担当部署と

の連携により台数を

把握。 

(b)協議会内の市町村、協力ユーザー企業による率

先的導入 

（全県） 

09、10年度はＥＶ・ｐＨＶに関心の高い市町村

やエネルギー関連企業、車両保有台数が多い企業

を中心にモデル的に率先的導入を進め、11年頃か

ら一般企業や県民への普及を進める。 

 

市町村、協力

ユーザー企業 

09年度～ 

市町村、協力

ユーザー企業

（一部：環境

省低公害車普

及事業、クリ

ーンエネルギ

ー自動車等導

入費補助事

業） 

20年までに協議会内

の市町村・協力ユーザ

ー企業所有車3,000台

の半分 1,500台をＥ

Ｖ・ｐＨＶに入れ替え

る。 

・協議会内会員におい

ては県に対し導入実

績報告することとす

るとともに、自動車販

売店からも販売実績

情報を収集する。 

(c)歩車間の車両接近認知システムの開発 

（青森市、六ヶ所村） 

 拡大版ユビキタス特区を活用し、無線ネットワ

ーク技術を利用した歩車間通信により、ＥＶ・ｐ

ＨＶの走行時の静かさに起因する人身事故を防止

するための車両接近通知システムの開発・実証を

進める。 

 

ＹＲＰユビキ

タスネットワ

ーキング研究

所、県 

09年度～ 

 直接的な普及効果は

ないが、普及の阻害要

因の一つとなりうる

無音走行を補う。 
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(d)ＥＶカーシェアリングの実施 

社会的にＥＶ・ｐＨＶを認知させるとともに、Ｅ

Ｖ・ｐＨＶの走行性能や電力利用効率、充電イン

フラの必要性、急速充電器の適正な個数、場所等

を社会的に実証するため、カーシェアリングを行

う。 

協議会 

09年度～ 

  

(e)購入支援メニューの検討 

 ＥＶ・ｐＨＶの普及に資するため、自動車取得

税や自動車税、軽自動車税の減免措置について検

討を行う。 

 

国（環境省）、

県、市町村 

08年度～ 

国（環境省）、

県、市町村 

・県税、市町村税担当

部署との連携により

実績を把握。 

(f)駐車場料金、高速道路料金、自動車保険、自動

車用品等の割引、ＥＶマイカーローンの創設、Ｅ

Ｖ・ｐＨＶ用電力料金メニューの設定 

 ＥＶ・ｐＨＶの使用に伴う経費等の軽減による

普及推進について，関係者で検討を行う。 

協議会内企業

等 

08年度～ 

協議会内企業

等 

 

 

(g)ＥＶエコポイントの導入 

ＥＶ・ｐＨＶの導入により削減されたＣＯ２量に

応じ、ＥＶエコポイントをオーナーに付与し、協

賛企業からのサービスを受ける仕組づくりを行

う。 

民間団体 

11年度～ 

民間団体、県  

２．（１）③課題 
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２．（１）充電インフラの整備に関する事項 

２．（１）①取組方針 

 県、市町村等の庁舎に急速充電器を設置し、利用者の便に資するとともに、道の駅やショッピングセン

ター等、ある程度駐車時間が見込める施設での急速充電器の設置を進める。導入当初はモデル的な設置個

所での利用実態の把握に努め、理想的な急速充電器の設置場所、台数の検討を進める。 

また、利用ユーザーには可能な限り車両保管場所での充電に努めてもらうこととする。 

さらに、風力発電施設近辺に風力発電からの電気による急速充電器を設置し、ＣＯ２フリーの充電を提

供できないか検討する。 

２．（２）②５年以内に実施する予定の取組に関する事項 

取組の内容・場所 主体・時期 費用負担 普及見込み・フォローアップの方法 

(a)県、市町村、協力ユーザー等の敷地での急速充

電器の整備 

実証的に自動車を導入する機関において、必要に

応じて、急速充電器の導入整備を進めていく。 

県、市町村、

協力ユーザー 

等 

09年度～ 

県、市町村、

協力ユーザー

等 

モデル設置での利用

実態を踏まえ、設置個

所数、場所の検討を進

める。 

(b)ハウスメーカーやマンション事業者との連携

による自宅での充電可能な駐車場の整備 

（全県） 

 Ｇ８会合の際に実施したアンケートによると、

63％の県民が自宅で充電できると回答しており、

事業者、施主等に情報提供することにより、充電

可能な家屋、マンションの増に資する。 

ハウスメーカ

ー、マンショ

ン事業者 

09年度～ 

施主、ハウス

メーカー、マ

ンション事業

者等 

事業者との連携によ

り、現在の63％を90％

程度まで高める。 

・様々な機会にアンケ

ート等を実施、実態の

把握に努める。 

(c)道の駅、ショッピングセンター等における急速

充電器の整備 

（全県） 

 事業者に対し情報提供し、一定の駐車時間が見

込める道の駅、ショッピングセンターでの急速充

電器の整備を進め、無料の充電をサービスする。 

施設管理者 

09年度～ 

施設管理者 

 

道の駅、ショッピング

センター合計約50箇

所のうち、半数の 25

箇所への設置を目指

す。 

(d)時間決め駐車場での急速充電器の整備 

事業者に対し情報提供し、一定の駐車時間が見

込める時間決め駐車場での急速充電器の整備を進

め、無料の充電をサービスする。 

駐車場事業者 

09年度～ 

駐車場事業者 都市部に立地する時

間決め駐車場約50箇

所のうち、半数の 25

個所程度の普及を目

指す。 

(e)風力発電施設近辺における急速充電器の整備

の検討 

（六ヶ所村等） 

世界初の蓄電池併設ウィンドファームなどからＣ

Ｏ２フリーの充電を提供できないか検討する。 

09年度～  

 

 

２．（１）③課題 

(a)(c)(d)(e)急速充電器を設置する主体の財政負担をいかに軽減するかが課題となる。また、課金システ

ムの構築には相当な労力と費用がかかることから、費用対効果を踏まえた急速充電器の利用方法について

の検討が必要であり、関係者間での調整が求められる。 
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※必ず改ページ 

２．（１）普及啓発に関する事項 

２．（１）①取組方針 

 県民がＥＶ・ｐＨＶに対する正しい理解が得られるよう展示試乗会を開催するとともに、本県が取り組

む意義や最新動向を広く知らしめるため、県民向けフォーラムを開催する。 

また、奥入瀬渓流でのマイカー規制時のＥＶ利用など観光施策や、六ヶ所村次世代エネルギーパークで

のエネルギー政策と連動した様々な切り口におけるＥＶ・ｐＨＶのＰＲや、ロゴの設定、オーナーズクラ

ブの組織化などにより県内外へ広く周知を図るものである。 

２．（２）②５年以内に実施する予定の取組に関する事項 

取組の内容・場所 主体・時期 費用負担 普及見込み・フォローアップの方法 

(a)展示会、試乗会の開催 

（都市部や県内観光地） 

県民に対し、ＥＶ、ｐＨＶの周知を行う展示会、

試乗会を開催する。 

県ほか 

08年度～ 

県ほか 08年の試乗者数は約

500名。 

(b)県民向けフォーラム 

（青森市） 

県民に向け、本県がＥＶ、ｐＨＶの導入に率先し

て取り組む意義等を理解していただくため、フォ

ーラムを開催する。 

県 

08年度～ 

県 08年のフォーラムは

150名程度を想定して

いる。 

(c)次世代エネルギーパーク内での見学移動用自

動車としての利用 

（六ヶ所村） 

 10年4月開業を予定している六ヶ所村次世代エ

ネルギーパークの見学者移動用にＥＶ・ｐＨＶを

利用する。 

六ヶ所村 

10年度～ 

六ヶ所村 村では公用車として2

台導入することとし

ている。 

(d)ＰＲ用ロゴの設定 

 ＰＲ用ロゴを設定し、広報に努める。 

県 

08年度 

県  

(e)ＥＶ・ｐＨＶオーナーズクラブの組織化 

ＥＶ・ｐＨＶの愛好家団体を組織し、エコドラ

イブコンテスト等を行う。 

民間団体 

11年度 

民間団体  

(f)奥入瀬渓流や世界自然遺産白神山地でのパー

ク＆ライドとしての利用 

 国内でも有数の有名観光地である奥入瀬渓流や

世界自然遺産白神山地において、パーク＆ＥＶラ

イドの取組みを他の国立公園や自然遺産に先駆け

実施する。 

県ほか 

10年度～ 

県ほか  

 

２．（１）③課題 
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２．（１）効果評価に関する事項 

２．（１）①取組方針 

青森県電気自動車等導入普及推進協議会において、会員から普及台数、急速充電器の設置状況の確認を

報告いただくとともに、自動車販売会社から販売実績情報を収集する。 

ＥＶ・ｐＨＶの導入普及に大きく関連すると思われる利用実態や経済性に関する評価を国、メーカーと

共同で実施するとともに、積雪寒冷地である本県の特性を踏まえた冬季間におけるＥＶ・ｐＨＶの実用性

について、評価を行う。 

２．（２）②５年以内に実施する予定の取組に関する事項 

取組の内容・場所 主体・時期 費用負担 普及見込み・フォローアップの方法 

(a)青森県電気自動車等導入普及推進協議会にお

ける普及台数、急速充電器の設置状況の確認 

 導入が少ないと想定される10年度までは全数を

把握することとし、11年度以降の効果評価の手

段は協議会で検討することとする。 

 

県 

09年度より

毎期末 

県  

(b)冬季間におけるＥＶ・ｐＨＶの実用性に関する

評価 

 積雪寒冷地での普及に資するため、冬道走行に

対する実用性や暖房利用による電力消費などにつ

いて評価する。 

国、県、自動

車メーカー 

09年～ 

国、県、自動

車メーカー 

 

(c)ＥＶ・ｐＨＶ、充電インフラの利用実態に関す 

 る評価 

 実際の走行距離や電力消費などを把握し、エネ

ルギー効率等を把握するとともに、最適な蓄電池

容量等の研究開発等に資する。 

国、県、自動

車メーカー 

09年～ 

国、県、自動

車メーカー 

 

(d)ＥＶ・ｐＨＶ、充電インフラの経済性に関す  

 る評価 

 イニシャルコスト、ランニングコストを含めた

トータルコストについて、評価する。 

国、県、自動

車メーカー 

09年～ 

国、県、自動

車メーカー 

 

 

 

 

 

   

２．（１）③課題 
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必ず改ページ 

３．平成20年度中に行う事業の内容 

取組の内容 主体・時期 費用負担 

Ｇ８エネルギー大臣会合時のプラグインハイブリッド車、電気自動車

の展示試乗会 

県 

6月7日、8日 

県、自動車メー

カー 

青森県電気自動車等導入普及推進協議会設立（会長：三村知事） 

 下部組織の専門委員会も併せて開催 

県 

8月20日 

県 

北海道・北東北知事サミットにおいて、４道県知事が電気自動車で移

動 

県 

8月29日 

自動車販売会

社 

奥入瀬渓流マイカー規制時の電気自動車展示試乗会 

  

 

県 

10月18日、19

日 

県 

電気自動車フォーラムin青森の開催 

 

 

県 

10月30日 

県 

４．取組体制等 

自 治 体 内 の 

連携体制 

温暖化対策を担当する環境生活部、産業振興を担当する商工労働部、情報政策を担当す

る企画政策部、奥入瀬渓流マイカー規制を担当する県土整備部、県税徴収を担当する総

務部等と連携し、必要に応じ、庁内連絡会議を開催し、連携を進める。 

自動車メーカー

との連携 

展示試乗会の開催等により、協議会にオブザーバー参加している自動車メーカーとの連

携を進める。 

電力会社との 

連携 

当県を所管する東北電力株式会社は協議会のメンバーであり、今後も連携を密に進める

とともに、本県に立地する風力発電事業者とも連携を図る。 

地元企業との 

連携 

協議会には趣旨に賛同する企業の参画を認めており、今後、協力ユーザー企業の発掘に

努めていく。 

地元住民との 

連携 

県民フォーラムや展示試乗会を通じ、本県が導入普及に取り組む意義に対する県民理解 

を深めることとしている。 

市区町村との 

連携 

協議会設立に当たり、市町村の自由意思により参画を呼び掛けたところ、現在、本県全

40市町村のうち、30市町村が参画しており、今後も協議会加入市町村との連携を密接

に行う。 

その他の関係者

との連携 

 

※ 5年以内に実施する予定の取組については、その実施箇所を一覧できる地図を添付すること 

※ 必要に応じて適宜、行や欄の追加、注記・例示の削除を行ってよいが、様式１、２の全体の枚数は 12 枚程度とすること。  

また、様式に入力する文字は10.5ポイント以上とすること。 


